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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対して、経営責任と説明責任の明確化を図り、もって、企業価値の最大化によるメリット
を提供するため、経営と業務執行における透明性の確保ならびにコンプライアンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行うことと
しております。こうした取組みを進めていく中で、コ－ポレ－ト・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社リバ－フィ－ルド 1,924,000 40.67

河野　貴輝　 1,496,700 31.64

株式会社井門コ－ポレ－ション 363,300 7.68

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 157,700 3.33

住友商事株式会社 146,600 3.09

テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 60,000 1.26

嘉藤　靖 30,000 0.63

ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 19,800 0.41

ジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責任組合 15,700 0.33

河野　道有 10,000 0.21

支配株主（親会社を除く）の有無 河野　貴輝

親会社の有無 なし

補足説明

当社の代表取締役である河野貴輝は、同氏の資産管理会社である株式会社リバーフィールド等が保有する株式数も含め、当社の議決権の
80.47%を所有しており、支配株主に該当しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 2 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、支配株主と取引等を行う際には、取締役会において取引内容、取引条件および取引の妥当性等について審議し、決議することとしており
ます。また、当該取引が適法かつ適正な条件に基づいており、且つ他の第三者との取引と同様に行うことを基本方針としております。さらに、必要
に応じ、弁護士、会計監査人等外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図り、少数株主の権利を保護するよう努めております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

早川　貴之 他の会社の出身者 △

辻　晴雄 他の会社の出身者 △

渡邉　康平 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

早川　貴之 ○

早川貴之氏は、過去に当社の主要な取引
銀行である株式会社三井住友銀行の業
務執行者でありましたが、取引の規模、性
質に照らして、株主・投資者の判断に影響
を及ぼすおそれはないと判断されることか
ら、その概要の記載を省略します。

大手銀行での豊富な経験ならびに企業経営に
対する高い知見から、当社経営に対して中立
的な立場からの助言を受けるとともに、偏りの
ない経営の監督・監視を行うために適任である
と判断し、選定いたしました。なお、同氏は左記
のとおり、過去に株式会社三井住友銀行の業
務執行者でありましたが、退職後8年を経過し
ており、かつ同社との取引額及び借入額は僅
少であり、当社の意思決定に対して影響を与え
る利害関係もないため、独立性が確保されてお
り、一般株主と利益相反のおそれがないと判断
し、独立役員として指定しております。



辻　晴雄 ○

辻晴雄氏は、過去に当社の取引先である
シャープ株式会社の業務執行者でありま
したが、取引の規模、性質に照らして、株
主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれ
はないと判断されることから、その概要の
記載を省略します。

大手上場企業における企業経営に関する豊富
な経験と高い見識から、当社経営に対して中立
的な立場からの助言を受けるとともに、偏りの
ない経営の監督・監視を行うために適任である
と判断し、選定いたしました。なお、同氏は左記
のとおり過去に当社の取引先であるシャープ株
式会社の業務執行者でありましたが、その取
引額は僅少であり、当社の意思決定に対して
影響を与える利害関係もないため、独立性が
確保されており、一般株主と利益相反のおそれ
がないと判断し、独立役員として指定しており
ます。

渡邉　康平 ○

渡邉康平氏は、過去に当社の取引先であ
る伊藤忠商事株式会社の業務執行者で
ありましたが、取引の規模、性質に照らし
て、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、その
概要の記載を省略します。

大手上場企業における企業経営に関する豊富
な経験と高い見識から、当社経営に対して中立
的な立場からの助言を受けるとともに、偏りの
ない経営の監督・監視を行うために適任である
と判断し、選定いたしました。なお、同氏は左記
のとおり過去に当社の取引先である伊藤忠商
事株式会社の業務執行者でありましたが、そ
の取引額は僅少であり、当社の意思決定に対
して影響を与える利害関係もないため、独立性
が確保されており、一般株主と利益相反のおそ
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

管理部内の内部監査担当者は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行い、情報共有に努め
ております。

また、内部監査担当者及び監査役は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、
対処するなど、監査の実効性確保に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

曽我部　義矩 他の会社の出身者 △

重　隆憲 弁護士

関原　健夫 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者



f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

曽我部　義矩 ○

曽我部義矩氏は、過去に当社の取引銀行
である株式会社あおぞら銀行および取引
先である東急リバブル株式会社の業務執
行者でありましたが、取引の規模、性質に
照らして、株主・投資者の判断に影響を及
ぼすおそれはないと判断されることから、
その概要の記載を省略します。

大手銀行での豊富な経験ならびに企業経営に
対する高い知見から、当社経営に対して中立
的な立場からの助言を受けるとともに、偏りの
ない経営の監督・監視を行うために適任である
と判断し、選定いたしました。当社株式を所有し
ておりますが、それ以外に当社と同氏との間に
記載すべき利害関係はありません。なお、同氏
は左記のとおり過去に当社の取引銀行である
株式会社あおぞら銀行および取引先である東
急リバブル株式会社の業務執行者でありまし
たが、その取引額及び借入額は僅少であり、
当社の意思決定に対して影響を与える利害関
係もないため、独立性が確保されており、一般
株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立
役員として指定しております。

重　隆憲 ○ -

長年にわたる弁護士としての豊富な経験と深
い見識を有していることから、当社経営に対し
て中立的な立場からの助言を受けるとともに、
偏りのない経営の監督・監視を行うために選任
しております。当社株式を所有しておりますが、
それ以外に当社と同氏との間に記載すべき利
害関係はなく、独立性も確保されていることか
ら、一般株主と利益相反のおそれがないと判断
し、独立役員として指定しております。

関原　健夫 ○

関原健夫氏は、過去に当社の取引先であ
る株式会社みずほフィナンシャルグループ
の業務執行者でありましたが、取引の規
模、性質に照らして、株主・投資者の判断
に影響を及ぼすおそれはないと判断され
ることから、その概要の記載を省略しま
す。

大手銀行での豊富な経験ならびに企業経営に
対する高い知見から、当社経営に対して中立
的な立場からの助言を受けるとともに、偏りの
ない経営の監督・監視を行うために適任である
と判断し、選定いたしました。なお、同氏は左記
のとおり過去に当社の取引先である株式会社
みずほフィナンシャルグループの業務執行者で
ありましたが、その取引額及び借入額は僅少で
あり、当社の意思決定に対して影響を与える利
害関係もないため、独立性が確保されており、
一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、
独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格要件を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株主価値の向上を目的としてストックオプション制度を導入しております。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

取締役、使用人の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的としています。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会付議事項につきましては、管理部より資料を事前に配布し、検討をする時間を十分に確保するとともに、必要に応じて管理部が事前説明
を行っております。また社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の基本的な機関設計は、以下の通りとしております。

①取締役会

当社取締役会は、環境変化に迅速に対応できる意思決定機関として、取締役５名(内社外取締役３名)により構成し、業務執行監督体制の整備、
意思決定の公正化を図っております。取締役会は、原則として毎月１回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、
経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。加えて、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために執行役員制度を採用し
ており、７名の執行役員（内取締役兼務者２名）が業務執行にあたっております。また、取締役会には、監査役３名も出席し、取締役の職務執行を
監査しております。

なお、定款上において、当社の取締役は８名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。

②経営会議

代表取締役社長、代表取締役社長の指名した常勤取締役及び執行役員をもって構成する経営会議は、毎月開催され、重要な経営事項について
の協議を通じ、社長決裁のサポ－ト等の役割を持たせるほか、全社的に情報を共有すべきテーマ性のある事項について活発な討議、意見交換を
行っております。なお、本会議には常勤監査役がオブザ－バ－として出席しております。

③監査役会

当社の監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名（３名とも社外監査役）で組成し、毎月１回開催され、取締役の法令・定款遵守状況を把握
し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。なお、定款上において、当社の監査役は５名以内とし、その選任決議は、株
主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし
ております。

④会計監査人

当社は、有限責任監査法人ト－マツと監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の
間には特別な利害関係はありません。

⑤内部監査

当社は、管理部内の内部監査担当者が内部監査を実施し、管理部の内部監査は管理部から独立した執行役員が担当しております。内部監査を
実施する手続は、内部監査の年間計画を策定し、社長からこの計画書について承認を受け、内部監査の実施に先立ち、監査対象部門へ監査通
知書を送付し、内部監査を行っております。内部監査の結果については、社長へ内部監査報告書を提出することにより、報告を行っております。内
部監査の結果、改善事項が検出された場合、監査対象部門へ改善を求め、フォロ－アップ監査の実施の要否を検討し、必要に応じてフォロ－アッ
プ監査を実施しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社であり、会社の業務に精通した社内取締役及び豊富な経験と高い見識のある独立性の高い過半数の社外取締役に
よって構成された取締役会、取締役会から独立し、かつ全員が社外監査役から構成される監査役会、加えて、より機動的かつ効率的な業務運営
を行うために執行役員制度を採用し、適正な業務執行と迅速な意思決定を行える経営体制を構築しております。現状の体制により、業務執行に
対する監督・監査は適切に機能していると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主の議案検討時間を十分に確保するため、出来るだけ早期の招集通知発送
を目指しており、また当社ホームページに招集通知を掲載しております。

集中日を回避した株主総会の設定
株主総会開催日につきましては、他社の株主総会が集中する日を避け、多くの株主に
とって出席しやすいと思われる日を設定する予定であります。

電磁的方法による議決権の行使
当社では、上場後の定時株主総会からインターネットによる議決権行使が可能となるよう
検討を進めております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後検討すべき事項と考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後検討すべき事項と考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページ上にディスクロージャーポリシーを掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会の実施を計画しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期決算及び通期の決算説明会を定期的に開催することに加え、機関
投資家への訪問を計画しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページにIR専用サイトを設置し、決算情報、その他適時開示資
料、有価証券報告書、決算説明会の補足資料、株主向け情報といった情報を
開示しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
社長室をIR活動担当部署とし、社長室長をIR活動の推進責任者としておりま
す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から
信頼を得る企業として、全てのステークホルダーから評価いただける企業価値の向上に積
極的に貢献すること、また、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、企業
クオリティの向上を目指しています。

上記の目的を達成するため、当社ではコンプライアンス規程及びコンプライアンス原則を定
め、以下の内容を規定しております。

①　公器性の高い企業として社会と共にあることを自覚し、法令の遵守と公正な社会的
ルールの尊重を優先し、高い倫理観を持って企業活動を行う。

②　経営内容、事業活動状況等の情報開示は、関係法令等に従い、正確かつタイムリー
に行う。

③　インサイダー取引規制に違反する行為や、その疑いを招く行為は行わない。

④　他人が有する知的財産権を尊重する。

⑤　顧客、株主、関係他社の社員等の個人情報の漏洩及び目的外利用を禁止する。

⑥　顧客情報および第三者より開示を受けた秘密情報は、尊重すべき企業の重要な財産
であり、その秘密性を維持するために必要な対策をとる。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 今後の検討事項と考えております。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

今後の検討事項と考えております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、当社全体の内部統制及びリスク管理を徹底することにより競争力を強化し、企
業価値を向上すべく、会社法及び会社法施行規則に基づき、実効性のある内部統制システムの整備・運用を図っていく所存です。

当社は、平成28年７月12日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を改訂決議し、この基本方針に則り業務の適正を確
保するための体制（内部統制システム）の整備を進めております。

会社法に基づく業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

1.　業務運営の基本方針について

当社グループは、透明・公正・公平な高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、以下の行動指針を定め業務運営を進めることを基本とする。

【行動指針】

① 法令等の遵守

当社グループは、法令及び社会規範を遵守し社会的良識を持って行動します。

② 健全な事業活動の遂行

当社グループは、お客様や取引先との癒着・談合・もたれ合いを排除した公正・自由な競争を基本に、高品質な商品・サービスを提供し、契約の遵
守、共存共栄の精神をもって取引を行い、社会、お客様に信頼される健全な事業活動を行います。

③ 社会への貢献

当社グループは、業務活動への積極的参加、新しい雇用環境の創出、地域社会への積極的な協力など、社会の発展に貢献します。

④ 適法・適正な情報開示と情報管理

当社グループは、社会から信頼される「開かれた企業」を目指し、社会、お客様、株主に対して適法・適正・適時に企業情報を開示し、かつ適切な
情報管理の徹底に努めます。

⑤ 働きやすい職場環境の実現

当社グループは、社員のゆとりと豊かさを実現し、働きやすい安全な職場環境を確保するとともに、社員の人格、個性を尊重します。

⑥ 反社会的勢力に対する取り組み

当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で臨みます。

⑦ 情報セキュリティへの取り組み

当社グループは、業務上取り扱うお客様等の情報資産、当社の情報資産及び個人情報を不正アクセス、漏洩、改ざん等から守ることが社会的使
命を果たすために重要であることを認識し、情報システム管理規程、顧客情報管理規程を制定し運用します。

⑧ 周知徹底と率先垂範

経営陣は、自ら本指針の実践が最重要であることを認識し、率先垂範の上、社員への周知徹底と社内体制の整備を行います。また本指針の内容
に反するような事態が発生した場合には、経営トップが率先して問題の解決に当たり、原因究明、再発防止に努め社会への迅速かつ的確な情報
公開を行うとともに、自らも含めて厳正な処分を行います。

2.　当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 取締役会については、取締役会規程の定めに基づき、定期または必要に応じて随時の適切な運営を確保する。

② 当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定める監査方針及び分担に従い、各監査役の監査対象になって

いるほか、取締役が他の取締役の法令・定款違法行為を発見した場合直ちに監査役会及び取締役会に報告し、その是正を図ることとする。

3.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

重要な意思決定及び報告に関する文書の保存及び管理については、文書の作成、保存及び破棄に関する文書管理規程に従って対応する。

4.　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社グループは当社代表取締役社長の下、組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応は、社長室が行い、各部門所管業務に付随する

リスク管理は担当部署が行うこととする。

② 各部門の責任者は、それぞれが自部門に整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握・分析・

評価した上で、適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況を監督し、定期的に見直す。

5.　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社は定例の取締役会を開催し重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また取締役会の機能をより強化し経営効

率を向上させるため、取締役、監査役、その他検討事項に応じた責任者等が出席する経営会議を開催することにより当社グループの業務執行に
関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を行う。

② 業務の運営・遂行については、中長期経営計画及び各年度の活動計画・予算の立案、全社的な目標の明確な設定、各部門への目標付与を行

い、その目標達成に向けた具体策を立案、実行する。

6.　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制の維持のために管理部担当役員が内部監査を実施し、管理部の内部監査は管理部から独立した役員が実施する。内部監
査の重要監査領域としてコンプライアンスにかかる監査を実施する。

7.　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

① 当社は、子会社の財務および経営を管理する部署と事業活動を管理する部署の役割を明確化し、子会社の位置づけに応じた多面的な管理を

図る。これらの部署は、子会社との定期および随時の情報交換を通じて子会社の業務の適正性と適法性を確認する。

② 当社は、直接出資する子会社に対し、関係会社管理規程に基づき、当社に対する経営上の重要事項等の報告を義務付ける。

8.　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

現在監査役の職務を補助する使用人はいないが、必要に応じて監査役の業務補助のために監査役スタッフを置くこととし、その人事と評価につい
ては監査役の意見を尊重して決定する。

9.　当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

① 当社グループの取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生するまたは発生する恐れがあるときは、速やかに監査役に報告

する。



② 当社の取締役は、取締役会、経営会議等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。

10.　監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は当該報告を監査役へ報告した者に対して、その報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

11.　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務を執行する上で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとする。

12.　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は当社の代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。

② 監査役は、監査法人・内部監査部門と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて監査法人・内部監査部門に報

告を求める。

③ 当社グループの取締役及び使用人は監査役又はその補助使用人から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出・説明を求め

られたときは迅速、適切に対応する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、地域住民の生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を遮断することを基本方針としております。

反社会的勢力の排除に向けた具体的な体制・対応策につきましては、当社の反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力調査要領に基づき、原則
的に取引開始前におけるインターネット検索、日経テレコンによる記事検索による調査を実施しております。なお、取引基本契約書等には反社会
的勢力との関係が判明した場合の解除条項を入れております。

また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会への加入を機に従業員への啓蒙活動の実施及び警察や顧問弁護士などの外部専門
機関との連携を行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




